
全国彫紙アート展規程 

 

目的 

第１条 本規程は、一般社団法人日本彫紙アート協会（以下「協会」という）の会員の作品を一定の条

件のもと一同に展示し、会員の出会いと交流、互いに影響しあい新しさを求め、高みを目指し、

観覧者にも楽しんでいただきつつ彫紙アートの発展に寄与することを目的とする。 

 

第２条 名称は「第〇回 全国彫紙アート展」（以下「本展覧会」）とする。 

２ 冒頭に開催回数を入れることとする。 

 

出展資格 

第３条 出展は、会員規約に定められた権利を有するものとする。 

 

開催 

第４条 開催は原則年１回とし、開催地及び会場はその都度定める。 

 

出展作品 

第５条 協会が定める彫紙アートの技法により下絵から自ら作成したものに限る。なお、既発表、未発

表は問わない。 

２ 公序良俗を乱す恐れや、著作権、肖像権の侵害の恐れのあるものは出展できない。 

   ３ 出展作品は展示及び写真撮影のため、額装し、堅固な釣り紐をつけ、出展票（様式展-１～３）

を額の表面（アクリル部）、裏面、額を入れている箱、梱包材の外側の見える場所に添付する。 

   ４ 企画展の開催についてはその都度定める。 

   ５ 運送時の出展作品の破損等について、協会は責任を負わない。 

 

出展及び出展料 

第６条 出展を希望するものは出展要綱に基づき申し込みを行う。 

２ 協会は、会場費、その他運営経費等として出展料を徴収する。出展料はその都度定める。 

 

出展作品の審査 

第７条 本展覧会に初めて出展する者は協会公認インストラクターの審査を受けなければならない。 

 

出展作品の搬出入 

第８条 出展者は協会の定める方法、日時を厳守の上搬入出しなければならない。 

 

出展作品の賠償責任 

第９条 協会は本展覧会の開催に於いて発生した紛失、破損等一切の賠償責任を負わない。 

 



主催・運営責任者 

第１０条 協会が主催、運営責任者（以下「責任者」という）とする。 

 

展覧会事務局 

第１１条 展覧会事務局（以下「事務局」という）は協会の事務局に置く。 

 

運営委員会 

第１２条 運営委員会は運営委員会募集要項によって募集・選出され活動する。 

 

企画・運営 

第１３条 全会員の協力を得て、責任者、運営委員会、事務局が中心となり企画・運営する。 
 

受付当番及び設営参加者 

第１４条 受付当番及び設営参加者は、出展申し込み時にその可否について記入し申込みをする。受付

当番は協会事務局が調整後に詳細な日時案内をする。尚、活動に伴う交通費、報酬は支給し

ない。 

 

作品展示 

第１５条 出展作品は開催前日等に事務局、運営委員会、設営参加者により展示する。 

    ２ 作品の取り扱いには専用白手袋を着用する。 

３ 協会は、展示が不適切と判断したものは展示しない。 

 

図録 

第１６条 出展作品は、出展者が任意で指定する１作品を写真撮影し、図録に掲載する。尚、２点で  

     １作品として出展された場合は１組の作品として撮影し掲載する。但し、企画展等の作品は

掲載しない。 

 

改定 

第１７条 本規程の改定は、運営委員会と協会事務局の審議を経て、理事会に提議し承認の上施行する。 

 

細則 

第１８条 本規程に定めるもののほか、本展覧会の運営に関し必要な事項は別途要綱を定める。 

 

付則 

１.本規程は、２０２０年２月１日から施行する。 

２.本規程は、２０２０年７月２０日から施行する。 

  










